
 

 

がけについて 

雨季の大雨や台風等の自然現象によりがけ崩れが発生し、建物に被害を及ぼす災害が毎年のようにくり返されています。樹木の伐

採による自然環境の変化や不良宅地造成などもその原因となることもありますが、自然がけでも崩壊することがあります。 

千葉県では、がけ崩れによる土砂の流出から人命や財産を守るため、条例によって建物の位置や構造等を制限しています。 

２．建築基準法施行条例第 4 条(がけ条例)について  

建築基準法施行条例第４条（がけ条例） 

第１項 

がけ（地表面が水平面に対し３０度を超える角度をなす硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外の土地で高さ２メートルを超えるもの

をいう。以下同じ。） の上にあってはがけの下端から当該がけの高さの１．５倍、がけの下にあってはがけの上端から当該がけの高さ

の２倍に相当する距離以内の場所に居室を有する建築物を建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ

の限りでない。 

1. がけの下に建築物を建築する場合において、次のいずれかに該当するとき。 

a. 建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分（がけの崩壊による衝撃を受けるおそれのない部分を除く。）を鉄筋

コンクリート造（がけの崩壊による衝撃に対し破壊を生じないものに限る。）その他これと同等以上の耐力を有す

る構造とし、かつ、必要に応じ当該外壁の開口部からの土砂の流入を防止するための有効な壁等を設置すると

き。  

b. がけと建築物との間に、がけの崩壊に対して建築物の安全上支障のない塀等が設置されているとき。  

2. 建築物を建築する場合において、 建築物の位置ががけから相当の距離にあり、 がけの崩壊に対して安全であると

き。  

3. 建築物を建築する場合において、 構造耐力上安全な擁壁が設置されているとき。  

4. 建築物を建築する場合において、 がけの形状及び土質により、 がけの崩壊のおそれがないとき。  

第 2 項 

前項第３号の擁壁は、 次の各号に定めるものでなければならない。 

1. 高さ５メートルを超える擁壁は、 鉄筋コンクリート造であること。  

2. 擁壁の上部の地表面に雨水その他の地表水を排水することができるような 排水施設を設けていること。  

規制範囲 がけの高さの算定 

 

 

 

がけの下端（CF）が AE線の内外によってがけの高さを算定

する。 

ABCDEの場合は、一体のがけとみなし、がけの高さは

H1+H2 

ABCFGEの場合は、ABF と FGEの２つのがけとみなし、が

けの高さはそれぞれ H1及び H2 とみる。 

 

 


